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いうが，ここでは調査から工事の施工，竣工検査までの一連の過程全てまたはその一部をいう。 

貯水槽以下装置    給水装置に接続して設けられた貯水槽，貯水槽から分岐して設けられ

た給水管およびこれに接続する給水用具等をいう。貯水槽以下装置は

給水装置ではない。 

配水管        配水池，配水タンク等から浄水を輸送，分配，供給する機能を持った

管の総称で，配水本管（給水管の分岐を行ってはならない口径φ

350mm 以上の管）と，配水支管（給水管を分岐できる口径φ75mm～

φ300mm 以下の管）に大別できる。 

 

1.3 給水装置の概要 

 

1.3.1 給水装置の種別 

給水装置の種別は，次のとおりとする。（条例第 3 条） 

（1） 専用給水装置 

共用給水装置，私設消火栓以外の給水装置をいう。 

（2） 共用給水装置 

1 個の水栓を 2 戸以上で共用するため設置した給水装置をいう。 

（3） 私設消火栓 

消防用に使用するための私設の給水装置をいう。 

 

1.3.2 給水装置工事の種類 

（1） 新設工事 

新たに給水装置を設ける工事をいう。 

（2） 改造工事 

給水管の増径・減径，管種の変更，給水栓の増設および給水管の更生工事等，給水管の

原形を変える工事をいう。 

これらの工事以外にも， 

イ） 給水装置の一部を井戸水へ切替え 

ロ） 管理者が施工する配水管の新設や改良工事等に伴う給水管の付替えや布設替え 

ハ） 管理者都合による水道メーターの移設 

等も含まれる。 

（3） 修繕工事  

法第 16 条の 2 第 3 項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除くもので，原

則として，給水装置の原形を変えないで給水管，給水栓等の部分的な破損箇所を修理する

工事をいう。 

※ 給水装置の軽微な変更（施行規則第 13 条） 

法第 16 条の 2 第 3 項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更は，単独水栓の取替え及び

補修並びにこま，パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替 
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3 前受水道料金（一時用給水（工事用等）届出時） 

一時用の料金の徴収 

（条例第 21 条） 

一時用に給水する場合の料金は，1 立方メートルにつき 973 円以内において管理者が定める額

に 100 分の 110 を乗じて得た額とする。ただし，その額に 1 円未満の端数が生じたときは，その

端数を切り捨てる。 

（1） 一時用の給水申込には，給水装置工事届出書に加えて一時給水申込書を提出しなければ

ならない。 

（2） 工事届出者は，一時用の申込にあたって，推定の使用期間および使用水量を考慮して管

理者が相当と認める額を前受水道料金として前納しなければならない。なお，一時用の使

用期間が 1 ヵ月未満の場合は特例として，前受水道料金を減額することができる。（表 1.4.1

を参照） 

13 19,200 9,600

20 31,200 15,600

25 90,000 45,000

40 163,200 81,600

50 以上 418,800 209,400

特　例（円）標　準（円）呼び径（㎜）

 

表 1.4.1 前受水道料金一覧 

 

（3） 一時用の水道料金は，管理者が 2 ヵ月毎に使用水量を計量し，前受水道料金とは別途

に，その都度徴収する。 

（4） 前受水道料金は，一時用の給水装置の廃止，使用の中止時点で，納入されていない当該

一時用の水道料金と精算を行う。 

（5） 一時用の給水装置の廃止，もしくは使用の中止をするときは，あらかじめ給水装置を撤

去（一般用への切替を含む）しなければならない。 

（6） 一時用の給水において，状況の変化等により使用目的が一時用でなくなった場合，工事

届出者は，速やかに一般用への切替等を行わなければならない。 
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ヘ） 分岐する配水管および既設給水管等の管種および口径 

ト） 貯水槽式の共同住宅の場合は貯水槽有効容量および口径毎の戸数 

チ） その他工事施工上必要とする事項（防護工，障害物の表示等） 

④ 詳細図 

平面図で表すことができない部分に関して，縮尺の変更による拡大図等により図示する

こと。 

⑤ 立面図 

平面図で表すことができない建物や配管等に関して，立画面により図示すること。道路

とメーターまでの高低差がある場合等，必要に応じて記入すること。 

⑥ 立体図 

平面図で表すことができない配管状況等に関して，立体的に表示するもの。施工する管

の管種，口径および延長等を記入すること。 

  ⑦ 横断図 

新たに公道上（状況により公有地等含む）に布設する給水管及び開発行為等により帰属

される配水管から分岐する給水管等の横断図を竣工図に記入すること。             

   イ) Φ50mm 以下の給水管について，土被り及びその延長（各土被りごと）を記入するこ

と。 

   ロ) Φ75mm 以上の給水管については，管割図に土被り及びその延長（各土被りごと）を 

記入すること。 

   ハ) 給水管が複数箇所ある場合は，各横断図を記入すること。ただし，同一断面について

は１つの断面図でよい（平面図と横断図にどこの給水管か分かるよう番号等を記入） 

二) 道路拡幅に伴うセットバック部においても道路と同様に横断図に含める。 

ホ）掘削溝内の既設埋設物との離隔を記入すること。 

         離隔の確保が困難な場合は，その範囲及び防護対策等の情報を記載すること。 

3） 設計書記入方法 

給水装置工事設計書（本設計書）の竣工図および給水装置工事予定設計書の予定設計図

に記入（印刷）すること。ただし，給水装置工事予定設計書の予定設計図については，給

水装置工事設計書の竣工図の写しを添付しても良い。 

 

4） その他 

① 貯水槽式給水の場合の図面は，直結給水部分（貯水槽）までとする。 

② 直結増圧式給水の場合の図面は，増圧ポンプ部分までとする。増圧ポンプ下流側の配管

状況については，事前協議時に提出された資料の冊子に綴じ込む。 

③ 給水装置工事設計書は原則として 1 枚とするが，裏面 1 枚に図面記入が困難な場合は，

設計書を複数枚に分割，また，別紙を添付する等しても良い。 

④ 給水装置工事設計書に別紙で図面等を添付する場合，その用紙は上質紙（中性紙）でな

ければならない。 
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第５章 給水装置の計画 

 

5.1 給水装置の基本計画 

給水装置の基本計画は，基本調査，給水方式，計画使用水量および給水管口径等の決定からな

っており，極めて重要である。 

 

5.1.1 基本調査 

 

1 調査項目と内容 

基本調査は，計画・施工の基礎となる重要な作業であり，調査の結果は計画の策定，施工，さ

らには給水装置の機能にも影響するものであるので，慎重に行うこと。 

調査は，主任技術者が行うものとし，その内容によって「工事申込者に確認するもの」，「管理

者に確認するもの」，「現地調査により確認するもの」がある。現地調査には，道路管理者，所轄

警察署，地下埋設企業への調査や協議も含まれている。標準的な調査項目，調査内容は表 5.1.1 の

とおりである。 

 

2 個人情報の取扱い 

指定事業者並びに関係者は，給水装置工事の施行に際し，個人情報の保護の重要性を認識し，

個人の権利利益を侵害することのないよう，個人情報保護法，福岡市個人情報保護条例等を遵守

し，個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

給水装置工事等関係図書の閲覧や窓口協議の際には，身分証明書等を携帯し，会社名・氏名等

が容易に判別できるよう努めなければならない。 

また，閲覧目的や調査内容を明確にし，その業務に関して知り得た個人情報を当該業務以外の

目的のために利用し，または他人に知らせてはならない。 
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とおりである。 

 

2 個人情報の取扱い 
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口径 

最大流量 適正使用流量範囲【参考】 

（m3/h） 

月間使用量【参

考】 

（m3/月） 

（m3/h） （L/min） 

13 1.5  25.0  0.10 ～   1.00  100  

20 2.5  41.6  0.20 ～   1.60  170  

25 4.0  66.6  0.23 ～   2.50  260  

40 10.0  166.6  0.40 ～   6.50  700  

50 30.0  500.0  1.25 ～  17.00  2,600  

75 47.0  783.3  2.50 ～  27.50  4,100  

100 74.5  1,241.6  4.00 ～  44.00  6,600  

150 400.0  6,666.6  2.50 ～ 500.00  234,000  

200 630.0  10,500.0  3.94 ～ 787.50  410,000  

250 630.0  10,500.0  3.94 ～ 787.50  410,000  

表 5.3.3 メーターの性能 

 

5.3.5 メーターの減径 

給水装置の改造工事において，所要水量が大きく変化した場合はメーター性能に応じたメータ

ーの減径も必要となる。使用水量の実態を考慮し，メーターの減径を特に必要とする場合は，次

の各項により取り扱う。 

（1） 呼び径 50mm 以下のメーターについては，2 サイズ下までの減径とする。 

（2） 呼び径 75mm 以上のメーターについては，1 サイズ下までの減径とする。 

（3） 減径工事は，メーター上流側に減径後のメーター呼び径と同一直径の 10 倍以上，メー

ター下流側に 5 倍以上の長さの直管部を設けること。 

（4） 直結直圧式の一戸建て住宅等において，表 5.3.4 によって口径決定を行った場合は，同

表のメーター口径に応じた給水栓数を超えないこと。 

（5） 給水用具（瞬間湯沸器，大便器洗浄弁等）が，減径するメーター口径以下であること。 

（6） 減径工事後の配管構造等についても，本基準によること。 

（7） 一時用から切り替えて一般用として引き続き使用する場合で，一時用と一般用のメータ

ー口径が異なっている場合に限り，メーター器用アダプター（青銅鋳物）の使用を認める。 

口径 

最大流量 適正使用流量範囲【参考】 

（m3/h） 

月間使用量【参

考】 

（m3/月） 

（m3/h） （L/min） 
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200 630.0  10,500.0  3.94 ～ 787.50  410,000  

250 630.0  10,500.0  3.94 ～ 787.50  410,000  

表 5.3.3 メーターの性能 
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給水装置の改造工事において，所要水量が大きく変化した場合はメーター性能に応じたメータ

ーの減径も必要となる。使用水量の実態を考慮し，メーターの減径を特に必要とする場合は，次

の各項により取り扱う。 

（1） 呼び径 50mm 以下のメーターについては，2 サイズ下までの減径とする。 

（2） 呼び径 75mm 以上のメーターについては，1 サイズ下までの減径とする。 

（3） 減径工事は，メーター上流側に減径後のメーター呼び径と同一直径の 10 倍以上，メー

ター下流側に 5 倍以上の長さの直管部を設けること。 

（4） 直結直圧式の一戸建て住宅等において，表 5.3.4 によって口径決定を行った場合は，同

表のメーター口径に応じた給水栓数を超えないこと。 

（5） 給水用具（瞬間湯沸器，大便器洗浄弁等）が，減径するメーター口径以下であること。 

（6） 減径工事後の配管構造等についても，本基準によること。 

（7） 一時用から切り替えて一般用として引き続き使用する場合で，一時用と一般用のメータ

ー口径が異なっている場合に限り，一時用使用時のみメーター器用アダプター（青銅鋳物）

の使用を認める。 
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ハ） 損失水頭の合計 

区間 区間 2 損失水頭 合計 判定 

Ａ－

Ｓ 

Ａ－Ｂ 7.16 

19.17 

合 計    配水管水圧 

19.17 ＜ 20.0(一部地域を除く) 

 

20.0ｍ以下のためＯＫ 

Ｂ－Ｄ 0.59 

Ｄ－Ｊ 0.40 

Ｊ－Ｓ 1.12 

立上り 4.90 

作動水圧 5.00 

Ａ－

Ｐ 

Ａ－Ｂ 7.16 

17.60 

合 計    配水管水圧 

17.60 ＜ 20.0(一部地域を除く) 

 

20.0ｍ以下のためＯＫ 

Ｂ－Ｄ 0.59 

Ｄ－Ｈ 0.31 

Ｈ－Ｐ 1.64 

立上り 2.90 

作動水圧 5.00 

Ａ－

Ｑ 

Ａ－Ｂ 7.16 

17.94 

合 計    配水管水圧 

17.94 ＜ 20.0(一部地域を除く) 

 

20.0ｍ以下のためＯＫ 

Ｂ－Ｑ 0.88 

立上り 4.90 

作動水圧 5.00 

 

いずれの区間においても損失水頭が 20.0m 未満（一部地域を除く）であるので，仮定どおりの

口径でよい。 

 

（2） 一戸建て住宅および直結直圧式給水（2 階まで）の共同住宅で，給水用具数が 25 栓以

下である場合については水理計算を省略し，表 5.3.4 から口径を決定することができる

（13mm 給水用具換算値は，表 5.3.5 を参照）。 

ただし，標準的な一戸建て住宅および直結直圧式給水（2 階まで）の共同住宅を対象とし

ているので，タンクレストイレや湯沸器等のように最低作動水圧を必要とする給水用具が

ある場合，また，給水管の布設延長が長くなるものについては，水理計算を行ったうえで

口径を決定すること。 

なお，次のものについては給水用具数に計上しないものとする（給水器具負荷単位によ

り口径を決定する場合は除く）。 

イ） トイレ個室内にある手洗い 

ロ） 温水洗浄便座（ウォシュレット，シャワートイレ等） 

ハ） 浄水器（台所水栓から分岐し設置したものに限る） 

 

メーター呼び径 13mm の給水用具数  給水用具の呼び径 13mm 給水用具換算値 

13mm 7 栓以下 13mm 1 

20mm 8～15 栓 20mm 3 

25mm 16～25 栓 25mm 6 

表 5.3.4 メーター呼び径と水栓数        表 5.3.5 13mm 給水用具換算値 
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作動水圧 5.00 

 

いずれの区間においても損失水頭が 20.0m 未満（一部地域を除く）であるので，仮定どおりの

口径でよい。 

 

（2） 一戸建て住宅および直結直圧式給水（2 階まで）の共同住宅で，給水用具数が 25 栓以

下である場合については水理計算を省略し，表 5.3.4 から口径を決定することができる

（13mm 給水用具換算値は，表 5.3.5 を参照）。 

なお，次のものについては給水用具数に計上しないものとする（給水器具負荷単位によ

り口径を決定する場合は除く）。 

イ） トイレ個室内にある手洗い 

ロ） 温水洗浄便座（ウォシュレット，シャワートイレ等） 

ハ） 浄水器（台所水栓から分岐し設置したものに限る） 

ただし，標準的な一戸建て住宅および直結直圧式給水（2 階まで）の共同住宅を対象とし

ているので，最低作動水圧を必要とする給水用具がある場合，また，給水管の布設延長が

長くなるものについては，水理計算を行ったうえで口径を決定すること。 

 

メーター呼び径 13mm の給水用具数  給水用具の呼び径 13mm 給水用具換算値 

13mm 7 栓以下 13mm 1 

20mm 8～15 栓 20mm 3 

25mm 16～25 栓 25mm 6 

表 5.3.4 メーター呼び径と水栓数        表 5.3.5 13mm 給水用具換算値 
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6.8 水道メーターの設置 

 

6.8.1 水道メーターの設置基準 

（1） メーターは給水装置ごとに設置すること。ただし，各戸検針共同住宅を新設する場合に

ついては，貯水槽以下装置の各戸にメーターを設置する。 

※1 直結式給水の共同住宅等で，各室が独立した構造で各入居者の水道水の使用も独立して

いるものは，各室を 1 戸として取り扱う。また，既設連合栓で独立の家屋でなくても 1

戸とみなすことが妥当であるものは，改造工事の時点で改めなければならない。 

※2 二世帯住宅では，完全分離型の場合は申込者の希望により，メーターを 1 個または 2 個

設置することができる。玄関共用型の場合については，次の用件を満たす場合，2 個のメ

ーターを設置することができる。 

イ） 給水管の配管系統が独立しており，それぞれの配管系統に日常生活を営める程度の

給水設備（トイレ，風呂，流し等）が整備されること。 

ロ） いずれの配管系統も家庭における日常生活の用に供するものであること。 

ハ） それぞれの給水装置の所有者が異なること。または使用者が異なる予定であること。 

（2） 共同住宅（一括検針の共同住宅を除く）においては，各戸ごとに市のメーターを設置す

る。ただし，独立して日常生活を営むに十分な給水設備が各居室に整備されていない共同

住宅は，全体の使用水量を計量できる部分にメーターを設置することができる。 

（3） 共同住宅以外の建物においては，全体の使用水量を計量できる部分に市のメーターを設

置する。ただし，次の要件を全て満たす場合は，各区画に市のメーターを設置することが

できる。 

イ） 各区画が完全に区分され，独立していること。 

ロ） 各区画に給水栓が設置されていること。 

ハ） 各区画の給水装置の所有者が異なること。または使用者が異なる予定であること。 

ニ） 各区画に設置する市のメーターの点検等に支障がないと認められること。 

（4） 各戸ごと，または各区画に市のメーターを設置する場合において，共用部分に給水栓（非

常用水栓を含む）を設置する場合は，当該共用部分にも市のメーターを設置する。 

（5） メーター取付ユニオン・フランジの中心線は平行にし，呼び径 40mm 以上のメーターに

ついては，その前後を鳥居型とする等，応力が残留しないよう配管すること。 

（6） 呼び径 40mm においては，伸縮メーターユニオンをメーター上流側に設置すること。 

（7） 私設消火栓は，消火用水量に応じた呼び径のメーターを設置すること。 

※ 従来，私設消火栓はメーターを付けない代わりに局が封印し，消火または演習（演習の

場合は水道局の職員が立ち会う）以外には使用できないことになっているが，既設メータ

ーに連結するか，または別個にメーターを設置すれば，消火演習以外でも使用することが

できる。 

（8） 雑用水道の技術基準第 9 章の 2 に定める水道水の補給管には，管理上私設メーターを

設置すること。 

※ 雑用水道で受水量の不足，または水質の悪化等の場合に備えて水道水の補給管を設け，

その補給管に補給水量を計測するための私設メーターを設置すること。 

6.8 水道メーターの設置 

 

6.8.1 水道メーターの設置基準 

（1） メーターは給水装置ごとに設置すること。ただし，各戸検針共同住宅を新設する場合に

ついては，貯水槽以下装置の各戸にメーターを設置する。 

※1 直結式給水の共同住宅等で，各室が独立した構造で各入居者の水道水の使用も独立して

いるものは，各室を 1 戸として取り扱う。また，既設連合栓で独立の家屋でなくても 1

戸とみなすことが妥当であるものは，改造工事の時点で改めなければならない。 

※2 二世帯住宅では，完全分離型の場合は申込者の希望により，メーターを 1 個または 2 個

設置することができる。玄関共用型の場合については，次の用件を満たす場合，2 個のメ

ーターを設置することができる。 

イ） 給水管の配管系統が独立しており，それぞれの配管系統に日常生活を営める程度の

給水設備（トイレ，風呂，流し等）が整備されること。 

ロ） いずれの配管系統も家庭における日常生活の用に供するものであること。 

ハ） それぞれの給水装置の所有者が異なること。または使用者が異なる予定であること。 

（2） 共同住宅（一括検針の共同住宅を除く）においては，各戸ごとに市のメーターを設置す

る。ただし，独立して日常生活を営むに十分な給水設備が各居室に整備されていない共同

住宅は，全体の使用水量を計量できる部分にメーターを設置することができる。 

（3） 共同住宅以外の建物においては，全体の使用水量を計量できる部分に市のメーターを設

置する。ただし，次の要件を全て満たす場合は，各区画に市のメーターを設置することが

できる。 

イ） 各区画が完全に区分され，独立していること。 

ロ） 各区画に給水栓が設置されていること。 

ハ） 各区画の給水装置の所有者が異なること。または使用者が異なる予定であること。 

ニ） 各区画に設置する市のメーターの点検等に支障がないと認められること。 

（4） 各戸ごと，または各区画に市のメーターを設置する場合において，共用部分に給水栓（非

常用水栓を含む）を設置する場合は，当該共用部分にも市のメーターを設置する。 

（5） メーター取付ユニオン・フランジの中心線は平行にし，呼び径 40mm 以上のメーターに

ついては，その前後を鳥居型とする等，応力が残留しないよう配管すること。 

（6） 呼び径 40mm においては，伸縮メーターユニオンをメーター上流側に設置すること。 

（7） 私設消火栓は，消火用水量に応じた呼び径のメーターを設置すること。 

※ 従来，私設消火栓はメーターを付けない代わりに局が封印し，消火または演習（演習の

場合は水道局の職員が立ち会う）以外には使用できないことになっているが，既設メータ

ーに連結するか，または別個にメーターを設置すれば，消火演習以外でも使用することが

できる。 

（8） 雑用水道の補給装置に水道水を使用する場合のメーターの設置については、福岡市節水

推進条例施行規則第 6 条（技術基準）（福岡市節水推進条例第 10 条 4 項）による。 

※ 私設メーターの設置等については、雑用水道技術指針に適合すること。 
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6.8.2 水道メーターの設置場所および位置 

1） 基本事項 

（構造材質規程第 3 条） 

 （1） メーターは，給水管と同口径のものを使用し，給水栓より低位に，かつ，水平に設置す

ること。ただし，管理者が特に認めた条件に該当するメーターについては，給水管より小

口径のものを使用することができる。 

 （2） メーターの設置場所は，宅地内とすること。ただし，共用給水装置のメーターについて

は，この限りではない。 

 （3） メーターを設置するに際しては，点検しやすく，常に乾燥して汚水が入らず，損傷およ

び盗難のおそれがない個所を選定すること。 

2） その他の留意事項 

（1） メーターの設置場所は，公私境界（敷地に接する道路が私道の場合は，私道と敷地の境

界）から敷地側に 2m 以内（できる限り公道側とする）で建物の外（パイプシャフト内にメ

ーターを設置する場合を除く）とし，かつ，分岐部から直角線上であること。ただし，雑

居ビル，共同住宅等においてパイプシャフト内にメーターを設置する場合を除く。 

（2） 給水栓が地下室にある場合や，道路より低い位置にある建物へ給水する場合等は，必ず

しも給水栓より低位に設置する必要はないが，減圧弁，定流量弁等を設置し，メーターの

性能範囲を超えないよう必要な措置を講じること。 

（3） 地下式メーターおよび地上式メーターのどちらを設置してもよい。ただし，次の箇所に

ついては，地上式メーターの設置を指導することがある。 

イ） 造成地，盛土地，傾斜地，畑地および砂地等で地盤が不安定で降雨等により埋没する

おそれがある箇所。 

ロ） 敷地が狭く地下式メーターの設置が困難な個所，または土盛が予想される箇所。 

ハ） その他，地上式メーターが適当と判断される箇所。 

（4） メーターは検定満期の取替え作業等，将来に亘り維持管理に支障がない場所に設置する

こと。 

（5） 雑居ビル，共同住宅等においてパイプシャフト内にメーターを設置する場合は，新設お

よび改造に関わらず，メーター取替および検針等に支障を来たさないように図 6.8.1 のよ

うに設置することを原則とする。 

また，メーターユニットを使用する場合は図 6.8.2 のように設置することを原則とする。

なお，メーターには保温措置を施すこと。 

（6） 各戸検針やメーターの寄付採納を申請する場合は，パイプシャフト内の配管等について，

事前に所管営業所と協議すること。 

（7） 呼び径 100mm 以上のメーターは車が横付けできる場所に設置することを原則とする。 

（8） 各給水装置に付随する水栓番号等を表示し，維持管理を適正に行うことを目的として，

メーターボックスの蓋の裏側等に水栓番号等の表示をすること。表示内容および方法につ

いては，次のとおり。 

イ） 表示内容 

① 水栓番号を表示すること。 

6.8.2 水道メーターの設置場所および位置 

1） 基本事項 

（構造材質規程第 3 条） 

 （1） メーターは，給水管と同口径のものを使用し，給水栓より低位に，かつ，水平に設置す

ること。ただし，管理者が特に認めた条件に該当するメーターについては，給水管より小

口径のものを使用することができる。 

 （2） メーターの設置場所は，宅地内とすること。ただし，共用給水装置のメーターについて

は，この限りではない。 

 （3） メーターを設置するに際しては，点検しやすく，常に乾燥して汚水が入らず，損傷およ

び盗難のおそれがない個所を選定すること。 

2） その他の留意事項 

（1） メーターの設置場所は，公私境界（敷地に接する道路が私道の場合は，私道と敷地の境

界）から敷地側に 2m 以内（できる限り公道側とする）で建物の外（パイプシャフト内にメ

ーターを設置する場合を除く）とすること。なお，分岐部から直角線上であることが望ま

しい。ただし，雑居ビル，共同住宅等においてパイプシャフト内にメーターを設置する場

合を除く。 

（2） 給水栓が地下室にある場合や，道路より低い位置にある建物へ給水する場合等は，必ず

しも給水栓より低位に設置する必要はないが，減圧弁，定流量弁等を設置し，メーターの

性能範囲を超えないよう必要な措置を講じること。 

（3） 地下式メーターおよび地上式メーターのどちらを設置してもよい。ただし，次の箇所に

ついては，地上式メーターの設置を指導することがある。 

イ） 造成地，盛土地，傾斜地，畑地および砂地等で地盤が不安定で降雨等により埋没する

おそれがある箇所。 

ロ） 敷地が狭く地下式メーターの設置が困難な個所，または土盛が予想される箇所。 

ハ） その他，地上式メーターが適当と判断される箇所。 

（4） メーターは検定満期の取替え作業等，将来に亘り維持管理に支障がない場所に設置する

こと。 

（5） 雑居ビル，共同住宅等においてパイプシャフト内にメーターを設置する場合は，新設お

よび改造に関わらず，メーター取替および検針等に支障を来たさないように図 6.8.1 のよ

うに設置することを原則とする。 

また，メーターユニットを使用する場合は図 6.8.2 のように設置することを原則とする。

なお，メーターには保温措置を施すこと。 

（6） 各戸検針やメーターの寄付採納を申請する場合は，パイプシャフト内の配管等について，

事前に所管営業所と協議すること。 

（7） 呼び径 100mm 以上のメーターは車が横付けできる場所に設置することを原則とする。 

（8） 各給水装置に付随する水栓番号等を表示し，維持管理を適正に行うことを目的として，

メーターボックスの蓋の裏側等に水栓番号等の表示をすること。表示内容および方法につ

いては，次のとおり。 

イ） 表示内容 
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全かつ確実な施工ができるよう断面および土留工とすること。 

② 掘削深さが 1.5m を超える場合は，切取り面がその箇所の土質に見合った勾配を保って掘

削できる場合を除き土留工を施すこと。 

③ 掘削深さが 1.5m 以内であっても自立性に乏しい地山の場合は，施工の安全性を確保する

ため適切な勾配を定めて断面を決定するか，または土留工を施すこと。 

④ 公道部の掘削標準断面については，表 6.12.1 によること。 

(h=1.2) (h=1.0) (h=0.9) (h=0.8) (h=0.7) (h=0.6)

25㎜以下 0.50 1.33 1.13 1.03 0.93 0.83 0.73

50㎜以下 0.50 1.36 1.16 1.06 0.96 0.86 0.76

75㎜ 0.60 1.29 1.09 0.99 0.89 0.79 0.69

100㎜ 0.65 1.32 1.12 1.02 0.92 0.82 0.72

150㎜ 0.70 1.37 1.17 1.07 0.97 0.87 0.77

200㎜ 0.75 1.42 1.22 1.12 1.02 0.92 0.82

250㎜ 0.80 1.47 1.27 1.17 1.07 0.97 0.87

　サンドクッション（10cm）の厚さを加算している。

※呼び径25mm以下および50mm以下のポリエチレン管には，防護のため

h…土被り

掘削深さ
掘削幅

寸法（m）
呼び径
（㎜）

 

表 6.12.1 公道部管布設掘削標準表 

 

（3） 機械掘削と人力掘削の選定に当たっては，次の事項に留意する。 

① 下水道，ガス，電気，電話等の地下埋設物の輻輳状態，作業環境等および周辺の建築物

の状況。 

② 地形（道路の屈曲および傾斜等）および地質（岩，転石，軟弱地盤等）による作業性。 

③ 道路管理者の掘削・占用許可および所轄警察署長による道路使用許可の条件。 

④ 工事現場への機械輸送の可否。 

⑤ 機械掘削と人力掘削の経済比較。 

（4） 工事の施工にあたっては，騒音および振動等について周辺住民と事前に十分な打ち合わ

せを行い協力と理解を得るとともに，施工時間および使用機械の選定等に考慮すること。 

（5） 掘削工事については，次によらなければならない。 

① 舗装道路は，隣接する舗装部分への影響がないよう舗装をカッター等を使用して，周り

は方形に，切り口は垂直になるように丁寧に切断した後，埋設物に注意し所定の深さに掘

削する。 

② 道路を掘削する場合は，1 日の作業範囲とし，堀り置きはしない。 

③ 埋設物の近くを掘削する場合は，必要により埋設物の管理者に立会いを求める。 

④ 掘削は，所定の断面に従い，布設管の土被りが所定の深さになるように行う。底部は転

石，凹凸等のないようにし，余堀り，すかし堀りをしないこと。 

（6） 埋戻しについては，次の事項に留意すること。 

① 道路内における掘削跡の埋戻しは，道路管理者の許可条件で指定された土砂を用いて，

片埋めにならないように注意しながら，厚さ 15～20cm 程度に敷き均し，現地盤と同程度

の密度となるよう層毎に十分に締め固め，将来陥没および沈没等を起こさないようにする。 

全かつ確実な施工ができるよう断面および土留工とすること。 

② 掘削深さが 1.5m 以上の場合は，切取り面がその箇所の土質に見合った勾配を保って掘削

できる場合を除き土留工を施すこと。 

③ 掘削深さが 1.5m 未満であっても自立性に乏しい地山の場合は，施工の安全性を確保する

ため適切な勾配を定めて断面を決定するか，または土留工を施すこと。 

④ 公道部の掘削標準断面については，表 6.12.1 によること。 

(h=1.2) (h=1.0) (h=0.9) (h=0.8) (h=0.7) (h=0.6)

25㎜以下 0.50 1.33 1.13 1.03 0.93 0.83 0.73

50㎜以下 0.50 1.36 1.16 1.06 0.96 0.86 0.76

75㎜ 0.60 1.29 1.09 0.99 0.89 0.79 0.69

100㎜ 0.65 1.32 1.12 1.02 0.92 0.82 0.72

150㎜ 0.70 1.37 1.17 1.07 0.97 0.87 0.77

200㎜ 0.75 1.42 1.22 1.12 1.02 0.92 0.82

250㎜ 0.80 1.47 1.27 1.17 1.07 0.97 0.87

　サンドクッション（10cm）の厚さを加算している。

※呼び径25mm以下および50mm以下のポリエチレン管には，防護のため

h…土被り

掘削深さ
掘削幅

寸法（m）
呼び径
（㎜）

 

表 6.12.1 公道部管布設掘削標準表 

 

（3） 機械掘削と人力掘削の選定に当たっては，次の事項に留意する。 

① 下水道，ガス，電気，電話等の地下埋設物の輻輳状態，作業環境等および周辺の建築物

の状況。 

② 地形（道路の屈曲および傾斜等）および地質（岩，転石，軟弱地盤等）による作業性。 

③ 道路管理者の掘削・占用許可および所轄警察署長による道路使用許可の条件。 

④ 工事現場への機械輸送の可否。 

⑤ 機械掘削と人力掘削の経済比較。 

（4） 工事の施工にあたっては，騒音および振動等について周辺住民と事前に十分な打ち合わ

せを行い協力と理解を得るとともに，施工時間および使用機械の選定等に考慮すること。 

（5） 掘削工事については，次によらなければならない。 

① 舗装道路は，隣接する舗装部分への影響がないよう舗装をカッター等を使用して，周り

は方形に，切り口は垂直になるように丁寧に切断した後，埋設物に注意し所定の深さに掘

削する。 

② 道路を掘削する場合は，1 日の作業範囲とし，堀り置きはしない。 

③ 埋設物の近くを掘削する場合は，必要により埋設物の管理者に立会いを求める。 

④ 掘削は，所定の断面に従い，布設管の土被りが所定の深さになるように行う。底部は転

石，凹凸等のないようにし，余堀り，すかし堀りをしないこと。 

（6） 埋戻しについては，次の事項に留意すること。 

① 道路内における掘削跡の埋戻しは，道路管理者の許可条件で指定された土砂を用いて，

片埋めにならないように注意しながら，厚さ 15～20cm 程度に敷き均し，現地盤と同程度

の密度となるよう層毎に十分に締め固め，将来陥没および沈没等を起こさないようにする。 
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水
混

合
水

栓

係
長

 
Ｐ

Ｐ
ﾕ
ﾆ
ｵ
ﾝ
ｿ
ｹ
ｯ
ﾄ

 
青

銅
仕

切
弁

 
ボ

ー
ル

タ
ッ

プ

 
ポ

リ
エ

チ
レ

ン
管

 
Ｐ

Ｐ
ベ

ン
ド

9
0
°

 
バ

ル
ブ

鉄
蓋

係
長

 
青

銅
仕

切
弁

２
型

4
0
・

5
0

 
逆

止
弁

付
ﾎ
ﾞ
ｰ
ﾙ
ﾊ
ﾞ
ﾙ
ﾌ
ﾞ

納
金

令
和

年
月

日

 
塩

化
ビ

ニ
ル

管
 
止

水
栓

設
計

工
事

種
別

新
設

・
改

造
・

撤
去

調
定

令
和

年
月

日

 
異

径
ソ

ケ
ッ

ト
令

和
年

月
日

審
査

精
算

 
サ

ド
ル

付
分

水
栓

名
称

寸
法

数
量

数
量

課
長

 
青

銅
仕

切
弁

１
型

)
 
割

丁
字

管
 
合

フ
ラ

ン
ジ

4
0
・

5
0

 
ソ

フ
ト

シ
ー

ル
仕

切
弁

形
状

第
号

 
接

合
ユ

ニ
オ

ン

 
(

×

 
メ

ー
タ

ー
ア

ダ
プ

タ
ー

様
式
第
８
号

給
水

装
置

工
事

設
計

書
水

栓
番

号
N
O
.

審
査

受
付

令
和

年
月

日
名

称
形

状
設

計
形

状
設

計
精

算
完

了
寸

法
数

量
数

量
寸

法
数

量
数

量
精

算
名

称

課
長

収
納

番
号
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氏
名

氏
名

年
月

日

年
月

日

4
0
・

5
0

4
0
・

5
0

（
T
E
L

）
（

第
号

）

（
第

号
）

主
任

技
術

者

μ
S
/
㎝

 
伸

縮
付

ボ
ー

ル
止

水
栓

残
留

塩
素

m
g
/
ℓ

 
泥

 
 
 
受

 
上

水
ユ

ニ
オ

ン
（

　
　

）
電

気
伝

導
率

有
　

　
・

　
　

無
 
鋳

鉄
製

 
メ

ー
タ

ー
ボ

ッ
ク

ス
道

路
種

別
国

道
・

市
道

・
そ

の
他

（
　

　
　

）

 
メ

ー
タ

ー
ユ

ニ
ッ

ト

 
メ

ー
タ

ー
ボ

ッ
ク

ス
道

路
掘

削

 
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
製

備
　

　
　

　
　

　
考

 
メ

ー
タ

ー
ボ

ッ
ク

ス

 
地

上
式

施 工 者

　
指

定
給

水
装

置
工

事
事

業
者

・
T
E
L
・

指
定

番
号

 
合

フ
ラ

ン
ジ

 
青

銅
仕

切
弁

1
型

　
給

水
装

置
工

事
主

任
技

術
者

・
免

許
番

号
 
バ

ル
ブ

下
桝

 
止

水
栓

 
止

水
栓

鉄
箱

 
青

銅
仕

切
弁

2
型

 
青

銅
仕

切
弁

 
バ

ル
ブ

鉄
蓋

竣 工

 
短

管
1
号

 
増

圧
装

置

令
和

 
短

管
2
号

着 工

 
ダ

ク
タ

イ
ル

鋳
鉄

管
 
定

水
位

弁

令
和

 
曲

管
4
5
°

 
Ｙ

型
ス

ト
レ

ー
ナ

ー

 
曲

管
2
2
°

 
減

圧
式

逆
流

防
止

器

 
ソ

フ
ト

シ
ー

ル
仕

切
弁

 
給

水
栓

 
架

橋
ポ

リ
エ

チ
レ

ン
管

 
減

圧
弁

 
ポ

リ
ブ

デ
ン

管
 
電

動
弁

 
ヘ

ッ
ダ

ー
 
吸

排
気

弁

 
鍵

付
給

水
栓

※
　

施
工

時
に

は
必

ず
水

圧
検

査
を

行
い

、
竣

工
検 　

査
の

際
に

は
必

ず
写

真
を

提
出

の
こ

と
。

※
　

竣
工

検
査

に
お

い
て

再
検

査
が

生
じ

た
ら

、
１ 　

週
間

以
内

に
手

直
し

を
し

て
検

査
員

の
指

示
を

受 　
け

る
こ

と
。

掘
削

検
査

で
き

な
い

と
こ

ろ
は

必
ず 　

写
真

を
撮

る
こ

と
。

※
　

給
水

装
置

工
事

主
任

技
術

者
は

，
使

用
材

料
の 　

認
証

等
の

確
認

を
行

い
、

水
道

法
施

行
規

則
第

3
6

　
条

第
5
，

6
項

の
規

定
を

遵
守

す
る

こ
と

。

（
　

　
　

　
×

　
　

　
　

）

 
塩

化
ビ

ニ
ル

管
 
メ

ー
タ

ー
ア

ダ
プ

タ
ー

 
耐

衝
撃

性
硬

質
 
節

水
コ

マ
入

水
栓

 
塩

化
ビ

ニ
ル

管
 
湯

水
混

合
水

栓

 
ボ

ー
ル

タ
ッ

プ

工 事 場 所

 
Ｐ

Ｐ
エ

ル
ボ

 
ビ

ニ
ル

ラ
イ

ニ
ン

グ

工 事 届 出 者

 
鋼

管
（

　
　

　
　

　
　

）

 
ス

テ
ン

レ
ス

管

　
水

栓
　

第
号

 
ポ

リ
エ

チ
レ

ン
管

 
逆

止
弁

 
Ｐ

Ｐ
ユ

ニ
オ

ン
ソ

ケ
ッ

ト
 
簡

易
逆

止
弁

 
Ｐ

Ｐ
ベ

ン
ド

9
0
°

 
接

合
ユ

ニ
オ

ン

※ 本 設 計 書 に 係 員 の 承 認 印 な き も の は 工 事 着 手 で き ま せ ん 。

 
サ

ド
ル

付
分

水
栓

 
伸
縮
付
メ
ー
タ
ー
ユ
ニ
オ
ン

 
割

丁
字

管
 
逆

止
弁

付

 
異

径
ソ

ケ
ッ

ト
 
メ

ー
タ

ー
ユ

ニ
オ

ン

名
称

寸
法

数
量

名
称

寸
法

数
量
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イ
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グ

 
鋼

管
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Ｂ
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ブ

 
甲

型
止

水
栓

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
給

　
水

　
装

　
置

　
工

　
事

　
予

　
定
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計

　
書

令
和

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日
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令
和

　
　

　
年

　
 
　

月
　

 
　

日
　

承
認

使
用

材
料

一
覧
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工

事
施

工
上

の
注

意

承 認 印

工 事 種 別

新
　

　
設

改
　

　
造

撤
　

　
去

口
　

径

(
氏

名
)

年
月

日

年
月

日

4
0
・

5
0
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0
・
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T
E
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号

）
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第
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）

主
任

技
術

者
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縮
付
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（
　

　
　

）

 
メ

ー
タ

ー
ユ

ニ
ッ

ト

 
メ
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ー
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ク

ス
道
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掘
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ッ

ク
製

備
　

　
　

　
　

　
考

 
メ

ー
タ

ー
ボ

ッ
ク

ス

 
地

上
式

施 工 者

　
指

定
給

水
装

置
工

事
事

業
者

・
T
E
L
・

指
定

番
号

 
合

フ
ラ

ン
ジ

 
青

銅
仕

切
弁

1
型

　
給

水
装

置
工

事
主

任
技

術
者

・
免

許
番

号
 
バ

ル
ブ

下
桝

 
止

水
栓

 
止

水
栓

鉄
箱

 
青

銅
仕

切
弁

2
型

 
青

銅
仕

切
弁

 
バ

ル
ブ

鉄
蓋

竣 工

 
短

管
1
号

 
増

圧
装

置

令
和

 
短

管
2
号

着 工

 
ダ

ク
タ

イ
ル

鋳
鉄

管
 
定

水
位

弁

令
和

 
曲

管
4
5
°

 
Ｙ

型
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ト
レ

ー
ナ
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管
2
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圧
式

逆
流
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器
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ー

ル
仕

切
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給

水
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架

橋
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エ

チ
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圧
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ポ

リ
ブ

デ
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管
 
電

動
弁

 
ヘ

ッ
ダ

ー
 
吸

排
気

弁

 
鍵

付
給

水
栓

※
　

施
工

時
に

は
必

ず
水

圧
検

査
を

行
い

、
竣

工
検 　

査
の

際
に

は
必

ず
写

真
を

提
出

の
こ

と
。

※
　

竣
工

検
査

に
お

い
て

再
検

査
が

生
じ

た
ら

、
１ 　

週
間
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内

に
手

直
し

を
し

て
検

査
員

の
指

示
を

受 　
け

る
こ

と
。

掘
削

検
査

で
き

な
い

と
こ

ろ
は

必
ず 　

写
真

を
撮

る
こ

と
。

※
　

給
水

装
置

工
事

主
任

技
術

者
は

，
使

用
材

料
の 　

認
証

等
の

確
認

を
行

い
、

水
道

法
施

行
規

則
第

3
6

　
条

第
5
，

6
項

の
規

定
を

遵
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る

こ
と
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※ 本 設 計 書 に 係 員 の 承 認 印 な き も の は 工 事 着 手 で き ま せ ん 。
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給水装置移設申請書 
年   月   日 

（あて先） 
福岡市水道事業管理者 

給水装置所有者（工事申込者） 
住所 
 
氏名                  
 
 

建物の移転新築にあたり、新設工事完了後に転居するため移設給水装置の新設工事申請前に既

設給水装置の撤去工事ができず、撤去済証の提出が遅延いたします。 
つきましては、指定期日までに既設給水装置の撤去工事を完了し、撤去済証を提出することを

誓約のうえ必要書類を添えて申請しますので給水装置の移設としての取扱いをお願いいたします  
 

記 
 

給水装置の所有者  

既
設
給
水
装
置
の
撤
去
工
事 

所在地 
福岡市    区       丁目    番    号 

番地 

水栓番号 
 
 

口径 
 

撤去予定日 
 

年   月   日（申請日から６か月以内） 
指定給水装置 
工事事業者 

 

既
設
給
水
装
置
の
新
設
工
事 

所在地 
福岡市    区       丁目    番    号 

番地 

口径 
 
 

完成予定日 
 

年   月   日 
指定給水装置 
工事事業者 

 

誓
約
事
項 

１． 撤去予定日までに必ず撤去工事を実施し、撤去済証を給水審査課に提出します。 
２． 撤去予定日までに撤去できない場合は、水道メーター口径の加入金を支払いま

す。 
３． 転居日までに既設給水装置の一般使用を中止し、料金を精算し、移設給水装置

の一般用の使用開始前に精算分の領収書を提出します。 
 

給水装置移設申請書 
年   月   日 

（あて先） 
福岡市水道事業管理者 

給水装置所有者（工事申込者） 
住所 
 
氏名                  
 
 

建物の移転新築にあたり、新設工事完了後に転居するため移設給水装置の新設工事申請前に既

設給水装置の撤去工事ができず、撤去済証の提出が遅延いたします。 
つきましては、指定期日までに既設給水装置の撤去工事を完了し、撤去済証を提出することを

誓約のうえ必要書類を添えて申請しますので給水装置の移設としての取扱いをお願いいたします  
 

記 
 

給水装置の所有者  

既
設
給
水
装
置
の
撤
去
工
事 

所在地 
福岡市    区       丁目    番    号 

番地 

水栓番号 
 
 

口径 
 

撤去予定日 
 

年   月   日 
指定給水装置 
工事事業者 

 

既
設
給
水
装
置
の
新
設
工
事 

所在地 
福岡市    区       丁目    番    号 

番地 

口径 
 
 

完成予定日 
 

年   月   日 
指定給水装置 
工事事業者 

 

誓
約
事
項 

１． 撤去予定日までに必ず撤去工事を実施し、撤去済証を給水審査課に提出します。 
２． 撤去予定日までに撤去できない場合は、水道メーター口径の加入金を支払いま

す。 
３． 転居日までに既設給水装置の一般使用を中止し、料金を精算し、移設給水装置

の一般用の使用開始前に精算分の領収書を提出します。 
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（公共事業の場合） 

給水装置移設証明書 

年   月   日 
（あて先） 

福岡市水道事業管理者 
証明者 

住所 
 
氏名              

 
 

下記の給水装置の所有者は、          事業用地買収のために物件移転補償契約を

福岡市と締結しており、移転先の給水装置の新設工事完了後に既設の給水装置が撤去される予定

になっていることを証明します。 
なお、既設給水装置の撤去が行われない場合は、物件移転補償契約にかかる補償金の完了払金

の支払いを保留します。 
 

記 
 

給水装置の所有者  

既
設
給
水
装
置
の
撤
去
工
事 

所在地 
福岡市    区       丁目    番    号 

番地 

水栓番号 
 
 

口径 
 

撤去予定日 
 

年   月   日（申請日から６か月以内） 
指定給水装置 
工事事業者 

 

既
設
給
水
装
置
の
新
設
工
事 

所在地 
福岡市    区       丁目    番    号 

番地 

口径 
 
 

完成予定日 
 

年   月   日 
指定給水装置 
工事事業者 

 

 

（公共事業の場合） 

給水装置移設証明書 

年   月   日 
（あて先） 

福岡市水道事業管理者 
証明者 

住所 
 
氏名              

 
 

下記の給水装置の所有者は、          事業用地買収のために物件移転補償契約を

福岡市と締結しており、移転先の給水装置の新設工事完了後に既設の給水装置が撤去される予定

になっていることを証明します。 
なお、既設給水装置の撤去が行われない場合は、物件移転補償契約にかかる補償金の完了払金

の支払いを保留します。 
 

記 
 

給水装置の所有者  

既
設
給
水
装
置
の
撤
去
工
事 

所在地 
福岡市    区       丁目    番    号 

番地 

水栓番号 
 
 

口径 
 

撤去予定日 
 

年   月   日 
指定給水装置 
工事事業者 

 

既
設
給
水
装
置
の
新
設
工
事 

所在地 
福岡市    区       丁目    番    号 

番地 

口径 
 
 

完成予定日 
 

年   月   日 
指定給水装置 
工事事業者 
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（公共事業以外の場合） 

給水装置移設証明書 

年   月   日 
（あて先） 

福岡市水道事業管理者 
証明者（指定給水装置工事事業者） 

住所 
氏名                  

 
 
下記のとおり既設給水装置の撤去工事に関する契約を締結しており、撤去予定日までに撤去工

事を完了することを証明します。 
撤去工事完了後は必ず撤去済証を給水審査課に提出しますので、給水装置の移設の取扱いをお

願いいたします。 
なお、撤去予定日までに撤去をしない場合は、いかなる処置を受けても異議ありません。 

 
記 

 
給水装置の所有者  

既
設
給
水
装
置
の
撤
去
工
事 

所在地 
福岡市    区       丁目    番    号 

番地 

水栓番号 
 
 

口径 
 

撤去予定日 
 

年   月   日（申請日から６か月以内） 
指定給水装置 
工事事業者 

 

既
設
給
水
装
置
の
新
設
工
事 

所在地 
福岡市    区       丁目    番    号 

番地 

口径 
 
 

完成予定日 
 

年   月   日 
指定給水装置 
工事事業者 

 

 

（公共事業以外の場合） 

給水装置移設証明書 

年   月   日 
（あて先） 

福岡市水道事業管理者 
証明者（指定給水装置工事事業者） 

住所 
氏名                  

 
 
下記のとおり既設給水装置の撤去工事に関する契約を締結しており、撤去予定日までに撤去工

事を完了することを証明します。 
撤去工事完了後は必ず撤去済証を給水審査課に提出しますので、給水装置の移設の取扱いをお

願いいたします。 
なお、撤去予定日までに撤去をしない場合は、いかなる処置を受けても異議ありません。 

 
記 

 
給水装置の所有者  

既
設
給
水
装
置
の
撤
去
工
事 

所在地 
福岡市    区       丁目    番    号 

番地 

水栓番号 
 
 

口径 
 

撤去予定日 
 

年   月   日 
指定給水装置 
工事事業者 

 

既
設
給
水
装
置
の
新
設
工
事 

所在地 
福岡市    区       丁目    番    号 

番地 

口径 
 
 

完成予定日 
 

年   月   日 
指定給水装置 
工事事業者 
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無
し

 

様式１ 

 

集中検針装置設置兼メーター寄附申請書 

 

 

                                                          年  月  日 

 

（あて先） 

 福岡市水道事業管理者様  

 

                                （申 請 者）                            

                                  住  所                            

                                                                      

                                  氏   名                            

                                                                        

                                  電話番号    －    －        

 

 「給水装置に係る集中検針装置の設置基準」第３条及び第４条に基づき，下記のとお り

申請書を提出します。 

                                                     

建 物 の 名 称        
 

建物の所在地        
 

建 物 の 階 数        

及 び 戸 数        
階       戸 

メーター口径        

及び設置個数        
φ13mm（  ）個，φ20mm（  ）個，φ  mm（  ）個 

竣 工 予 定 日             年   月   日 

集中検針装置        

製 造 者        

 

 

集中検針装置        

設置工事業者        
電話   －    －      

指定給水装置        

工 事 事 業 者        

 

 

電話   －    －      

（注）申請者は，給水装置の所有者又はその代表者。                                
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様式２ 

 

集中検針装置設置に関する承諾書  

 

                                                              年  月  日 

（あて先） 

  福岡市水道事業管理者  

建 物 の 名 称          

建 物 の 所 在 地         福岡市    区 

 集 中 検 針 装 置         

 設 置 申 請 者         

(給水装置の所有者

 又はその代表者（

以下「所有者等」 

という。）） 

住所 

 

  氏名 

                                                 

                        TEL     －    －      

 集中検針装置の設置及び集中検針装置を使用するメーター検針を開始するにあたり，「給

水装置に係る集中検針装置の設置基準」に定める事項について承諾いたします。 

  なお，下記の事項に違反した場合，集中検針装置によるメーター検針を取り消し，各戸

に設置するメーターを検針することについて異議を申し立てません。 

 

１．所有者等は，集中検針装置の設置にあたり，市のメーターと同規格で検定期間が有

 効な市のメーターを設置するべき部分の私設遠隔メーターを福岡市水道事業管理者（

 以下「管理者」という。）に寄附する。 

２．集中検針装置は，メーター点検を行うため管理者が無償で使用する。  

３．集中検針装置（遠隔メーターを除く。）の維持管理及び更新等に要する費用は，所

 有者等の負担とする。 

４．所有者等は，管理者が行うメーター点検に支障が生じないように常に適正に集中検

 針装置を維持管理するものとし，当該検針装置に異常を発見したとき，又は管理者か

 ら異常の通知を受けたときは，直ちに点検及び修理を行うものとする。この場合にお

 いては，施工後に管理者の確認を受けるものとする。 

５．所有者等は，遠隔メーターが故障又は破損したとき及び計量法に基づく検定期間が

 満了するときは，管理者が交換を行うが，交換に支障がないように，遠隔メーター廻

 りの配管の維持管理を適切に行うこと。また交換に支障がある場合は，所有者等の負

 担で取替可能なように改造しなければならない。 

６．所有者等は，集中検針装置が使用不能となったときは，当該集中検針装置の更新を 

  行わなければならない。 

７．所有者等は，この集中検針装置の所有者を変更する場合は，新所有者にこの承諾書

 に基づき，管理者がメーター点検を行うことを熟知させるとともに，新所有者は速や

 かに承諾書を提出しなければならない。 

８．所有者等は，建物の管理主体として，建物の区分所有に関する法律（昭和37年法

 律第69号）の規定に基づき管理組合を設立した場合，管理組合は速やかに承諾書

を 提出しなければならない。   

※この承諾書は，２部作成し，管理者及び所有者等がそれぞれ１通保有する。 
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集中検針装置検査報告書  

 
  年  月  日 

 
（あて先） 
福岡市水道事業管理者 
 

 
指定給水装置工事事業者          

 
                              住 所 

 
氏 名             

 

集中検針装置設置工事業者         

 
                              住 所 
 

氏 名             
 

建物の名称 
 

建物の所在地 福岡市   区 

 集中検針装置設置者
（給水装置の所有者
 又はその代表者） 

 
 
  

工 事 内 容 
 
    □新設    □改造 

 
下記のとおり検査したことを報告いたします。 

検 査 の 内 容 適 否 

集中検針盤が承認図にあったボタンの配列になっていること。 
  

集中検針盤が適正な位置に設置されていること。 
  

各戸のメーターの指針が正しく集中検針盤に表示すること。 
  

電線が配線系統図に表示された規格を使用していること。 
  

接続箱、中継BOX及び集中検針盤に電線が適切に接続していること。 
  

集中検針盤の警告ランプが点灯又は点滅していないこと。 
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は，次に掲げる措置を行うものとする。 

（１）当該貯水槽水道に市が供給する水に異常がないか調査を行うものとする。 

（２）貯水槽水道の末端給水栓から採水し，水質の異常の可能性の調査を行うものとする。 

（３）管理者は，前２号の調査の結果により，必要があると認めたときは，前項の規定により適

切な措置をとるよう，当該貯水槽水道の設置者を指導すること。 

（４）事故の内容を的確に把握すること。 

（５）区衛生課に連絡し，汚染調査，設置者に対する指導又は代替水の確保が円滑に行えるよう

にすること。 

３ 管理者は，前項に掲げる措置に必要な体制等は別に要領で定める。 

 

（情報の管理等） 

第 10 条 管理者は，貯水槽水道に関する情報の管理に関し必要な事項を要領で定め，これに基づ

き情報を適正に管理しなければならない。 

２ 管理者は，利用者が貯水槽水道に関する情報について請求をすることができるよう，その保

有する情報の検索に必要な資料を作成し，利用者に供するほか，利用者の利便を考慮した適切

な措置を講じるものとする。 

 

（水質検査） 

第 11 条 管理者は，利用者からの水質相談に応じるものとする。 

２ 利用者から，貯水槽水道から供給される水の水質に異常の可能性があるとの相談があったと

きは，確認検査を行うものとする。 

３ 前項の検査において，異常が認められたときは，別表に規定する手順に従い，処理するもの

とする。 

４ 第２項の検査の結果については利用者に通知するものとする。 

 

（情報提供） 

第 12 条 管理者は，給水条例第２８条の２第２項により，利用者に対し貯水槽水道の管理等に関

する情報を提供するものとする。 

２ 管理者は，貯水槽水道に関する情報のうち，施設に関する情報及び貯水槽水道の管理に関す

る情報は提供するものとする。 

３ 管理者は，貯水槽水道に関する情報のうち，個人情報（福岡市個人情報保護条例第２条に規

定するものをいう。以下同じ。）に該当するものについては，利用者の確認に関し必要な事項を

要領で定め，これに基づき確認を行った後，当該情報を提供するものとする。 

４ 管理者は，個人情報であっても利用者の身体，健康若しくは生活等を保護するため，公にす

ることが必要であると認められる情報は提供するものとする。 

５ 管理者が貯水槽水道に関して有している情報のうち，利用者に提供できるものは要領で定め

る。 

 

（規定外の事項） 

は，次に掲げる措置を行うものとする。 

（１）当該貯水槽水道に市が供給する水に異常がないか調査を行うものとする。 

（２）貯水槽水道の末端給水栓から採水し，水質の異常の可能性の調査を行うものとする。 

（３）管理者は，前２号の調査の結果により，必要があると認めたときは，前項の規定により適

切な措置をとるよう，当該貯水槽水道の設置者を指導すること。 

（４）事故の内容を的確に把握すること。 

（５）区衛生課に連絡し，汚染調査，設置者に対する指導又は代替水の確保が円滑に行えるよう

にすること。 

３ 管理者は，前項に掲げる措置に必要な体制等は別に要領で定める。 

 

（情報の管理等） 

第 10 条 管理者は，貯水槽水道に関する情報の管理に関し必要な事項を要領で定め，これに基づ

き情報を適正に管理しなければならない。 

２ 管理者は，利用者が貯水槽水道に関する情報について請求をすることができるよう，その保

有する情報の検索に必要な資料を作成し，利用者に供するほか，利用者の利便を考慮した適切

な措置を講じるものとする。 

 

（水質検査） 

第 11 条 管理者は，利用者からの水質相談に応じるものとする。 

２ 利用者から，貯水槽水道から供給される水の水質に異常の可能性があるとの相談があったと

きは，確認検査を行うものとする。 

３ 前項の検査において，異常が認められたときは，別表に規定する手順に従い，処理するもの

とする。 

４ 第２項の検査の結果については利用者に通知するものとする。 

 

（情報提供） 

第 12 条 管理者は，給水条例第２８条の２第２項により，利用者に対し貯水槽水道の管理等に関

する情報を提供するものとする。 

２ 管理者は，貯水槽水道に関する情報のうち，施設に関する情報及び貯水槽水道の管理に関す

る情報は提供するものとする。 

３ 管理者は，貯水槽水道に関する情報のうち，個人情報（個人情報の保護に関する法律第２条

に規定するものをいう。以下同じ。）に該当するものについては，利用者の確認に関し必要な事

項を要領で定め，これに基づき確認を行った後，当該情報を提供するものとする。 

４ 管理者は，個人情報であっても利用者の身体，健康若しくは生活等を保護するため，公にす

ることが必要であると認められる情報は提供するものとする。 

５ 管理者が貯水槽水道に関して有している情報のうち，利用者に提供できるものは要領で定め

る。 

 

（規定外の事項） 
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福岡市貯水槽水道管理指導要領（抄） 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は，福岡市貯水槽水道管理指導要綱（以下「要綱」という。）の施行について，

必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要領において使用する用語の意義は，要綱の例による。 

 

（事故発生時の体制等） 

第３条 要綱第９条第２項第６号に規定する事項は，別表のとおりとする。 

２ 保健福祉局との調整等は，保全部節水推進課（以下「節水推進課」という。）が行うものとす

る。 

 

（情報の管理等） 

第４条 要綱第１０条第１項に規定する事項は，次に掲げる事項とする。 

（１）情報の分類順は，区別毎に，次に掲げる事項とする。 

ア 簡易専用水道一覧表 

イ 小規模貯水槽水道一覧表 

ウ 法定検査受検施設一覧表 

エ （公社）全国建築物飲料水管理協会会員名簿一覧表 

オ 厚生労働大臣登録検査機関一覧表 

２ 情報の管理は，次に掲げるとおり節水推進課において行う。 

（１）情報の管理を適正に行うため，節水推進課職員の中から，情報管理の担当者（以下「担当

者」という。）を決め，情報管理に関する事務を行わせるものとする。 

（２）担当者は，要綱第１０条及び第１２条に規定する業務を行う。 

３ 利用者が前項に掲げるものを閲覧できる場所は，節水推進課とする。 

 

 

（水質検査） 

第５条 要綱第１１条第４項の通知は，通知書（様式第１号）により行う。ただし，利用者が通

知書による通知を必要としないときは口頭で通知することができるものとする。 

 

（提供できる事項） 

第６条 要綱第１２条第５項の規定により，利用者に提供できる事項は，要綱第１２条第２項に

規定するもののほか，設置者に関する情報のうち，次に掲げる事項をいう。 

（１）給水の用途が家事用の共同住宅の場合 

ア 設置者が法人の場合は，その名称，代表者の氏名，その事務所の所在地及び連絡先。 

イ 設置者が権利能力無き社団の場合は，団体名。 

福岡市貯水槽水道管理指導要領（抄） 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は，福岡市貯水槽水道管理指導要綱（以下「要綱」という。）の施行について，

必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要領において使用する用語の意義は，要綱の例による。 

 

（事故発生時の体制等） 

第３条 要綱第９条第２項第６号に規定する事項は，別表のとおりとする。 

２ 保健医療局との調整等は，保全部節水推進課（以下「節水推進課」という。）が行うものとす

る。 

 

（情報の管理等） 

第４条 要綱第１０条第１項に規定する事項は，次に掲げる事項とする。 

（１）情報の分類順は，区別毎に，次に掲げる事項とする。 

ア 簡易専用水道一覧表 

イ 小規模貯水槽水道一覧表 

ウ 法定検査受検施設一覧表 

エ （公社）全国建築物飲料水管理協会会員名簿一覧表 

オ 厚生労働大臣登録検査機関一覧表 

２ 情報の管理は，次に掲げるとおり節水推進課において行う。 

（１）情報の管理を適正に行うため，節水推進課職員の中から，情報管理の担当者（以下「担当

者」という。）を決め，情報管理に関する事務を行わせるものとする。 

（２）担当者は，要綱第１０条及び第１２条に規定する業務を行う。 

３ 利用者が前項に掲げるものを閲覧できる場所は，節水推進課とする。 

 

 

（水質検査） 

第５条 要綱第１１条第４項の通知は，通知書（様式第１号）により行う。ただし，利用者が通

知書による通知を必要としないときは口頭で通知することができるものとする。 

 

（提供できる事項） 

第６条 要綱第１２条第５項の規定により，利用者に提供できる事項は，要綱第１２条第２項に

規定するもののほか，設置者に関する情報のうち，次に掲げる事項をいう。 

（１）給水の用途が家事用の共同住宅の場合 

ア 設置者が法人の場合は，その名称，代表者の氏名，その事務所の所在地及び連絡先。 

イ 設置者が権利能力無き社団の場合は，団体名。 
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1 改訂経過 

昭和 59 年 10 月１日     給水装置工事設計施工基準 

平成 元年 ４月１日   一部改訂 

平成 ３年  ５月１日   一部改訂 

平成 ５年  ６月１日    一部改訂 

平成 10 年  ４月１日   一部改訂 

平成 14 年  ４月１日   一部改訂 

平成 17 年  ４月１日   一部改訂 

平成 21 年  ４月１日   一部改訂 

平成 23 年  ４月１日   一部改訂 

平成 25 年  ４月１日   一部改訂 

平成 27 年 10 月１日   給水装置工事施行基準 

平成 29 年  ９月１日   一部改訂 

令和 ２年  ４月１日    一部改訂 

令和 ２年 10 月１日   一部改訂 

 

 

2 経過措置 

この基準施行前に給水装置工事の届出を行い，管理者（給水審査課）が受け付けているもの

は，改訂前の基準を適用することができる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

給 水 装 置 工 事 施 行 基 準 

 

令和 2 年 10 月 1 日 

 

作成 福岡市水道局保全部節水推進課 

 

1 改訂経過 

昭和 59 年 10 月１日     給水装置工事設計施工基準 

平成 元年 ４月１日   一部改訂 

平成 ３年  ５月１日   一部改訂 

平成 ５年  ６月１日    一部改訂 

平成 10 年  ４月１日   一部改訂 

平成 14 年  ４月１日   一部改訂 

平成 17 年  ４月１日   一部改訂 

平成 21 年  ４月１日   一部改訂 

平成 23 年  ４月１日   一部改訂 

平成 25 年  ４月１日   一部改訂 

平成 27 年 10 月１日   給水装置工事施行基準 

平成 29 年  ９月１日   一部改訂 

令和 ２年  ４月１日    一部改訂 

令和 ２年 10 月１日   一部改訂 

 令和 ５年  ４月１日    一部改訂 

 

2 経過措置 

この基準施行前に給水装置工事の届出を行い，管理者（給水審査課）が受け付けているもの

は，改訂前の基準を適用することができる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

給 水 装 置 工 事 施 行 基 準 

 

令和５年４月 1 日 

 

作成 福岡市水道局保全部節水推進課 
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